
認定こども園認可及び教育・保育施設等 

確認に関する審査部会の審議状況について 

 

１ 部会の概要 

幼保連携型認定こども園の認可及び特定教育・保育施設等の利用定員の設定等に関

して審議を行う部会で，主に次の２項目に関して審議を行う。 

・ 幼保連携型認定こども園設置予定者から提出された認可申請の内容が，幼保連携型

認定こども園の認可基準に適合しているかどうかの確認。 

・ 教育・保育施設設置予定者及び地域型保育事業実施予定者から提出された確認申請

の内容のうち，利用定員の設定が，認可定員や直近の利用人数等を踏まえ，妥当か

どうかの確認。 

 

２ 開催状況 

令和５年度第１回（書面開催） 令和５年６月 

①前回以降の経過 

②特定教育・保育施設の利用定員の設定に関する審議 

③確認に関する今後の予定 

 

３ 審議状況 

特定教育・保育施設の利用定員の設定について 

審議対象となった認可保育所１件について，利用定員の設定が妥当であることを確

認した。（詳細は以下のとおり） 

 

   

   

1 恵和町いちにいさん保育園 私立保育所 太白区恵和町３５−３５ 50

名称
教育・保育
施設の種類

設置の場所
No.

施設概要 認可
予定
定員
【Ａ】

０歳 １・２歳

50 0 30 20 5 15 0 令和5年7月1日

【Ａ】－【Ｂ】 開所日計
【Ｂ】

１号 ２号 ３号

利用予定定員
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